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株式会社イーライセンス 

日本放送協会(NHK)・日本民間放送連盟(民間放送各社)が行う放送についての使用料 

 

放送権の管理開始に伴い、円滑な徴収・分配を行う為、日本放送協会及び日本民間放送連盟

と協議を行い、下記の内容・使用料にて合意に至りましたのでご報告致します。 

2006 年 8 月 31 日 ： 日本放送協会と合意 

2006 年 9 月 28 日 ： 日本民間放送連盟と合意 

 

 

 

1. 利用許諾範囲 

（１） 放送及び放送のための公開演奏 

（２） 放送を目的とする番組への録音 

（３） 放送番組の複製 

（４） 番組宣伝活動のための自社ホームページにおける無償のストリーム形式のインタラク

ティブ配信 

 

2. 使用楽曲報告 

（１） 管理作品に関する使用全曲を報告 

（２） 報告期日は各四半期末日より 2 ヶ月以内 

 

3. 作品毎使用料の設定 

下記の使用料にて作品毎に使用料を計算 
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日本放送協会（ＮＨＫ） 
 

作品毎使用料：全曲報告 地上波 TV ラジオ 

全国放送 

3 分まで 32,000 円、 

以後 1 分毎に 10,000 円加算 

3 分まで 10,700 円、 

以後 1 分毎に 3,350 円加算 

関東ﾛｰｶﾙ放送 

(関東甲信越) 同上 12,800 円、4,000 円 同上 4,300 円、1,350 円 

大ﾌﾞﾛｯｸ放送 

（近畿、中部） 

（九州） 

同上 6,400 円、2,000 円 

同上 6,000 円、1,900 円 

同上  2,150 円、700 円 

同上 2,000 円、650 円 

小ﾌﾞﾛｯｸ放送 

(北海道、東北、中国、四国) 同上 2,000 円、650 円 同上 700 円、250 円 

県域放送 

(県毎) 同上  同上  

   

注 1)衛星放送 全国放送の 1/4   

注 2)ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ 全国放送の 1/8   

注 3)国際放送 全国放送の 1/16 全国放送の 1/10 

注 4)背景使用 上記使用料の 1/3 上記使用料の 1/3 

注 5)連続番組ﾃｰﾏ 上記使用料の 1/2 上記使用料の 1/2 

注 6)極短(15 秒以内)使用 

全国放送 

関東ﾛｰｶﾙ 

大ﾌﾞﾛｯｸ 

小ﾌﾞﾛｯｸ 

県域 

 

5,000 円 

2,000 円 

1,000 円 

350 円 

同上 

 

1,700 円 

700 円 

350 円 

150 円 

同上 
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日本民間放送連盟（民間放送各社） 

管理著作物１曲毎使用料 

（税別） 
地上波 TV Radio 

全国放送（注 6 参照） 

3 分以下 30,000 円、 

以後 1 分毎に 10,000 円加算 

1 曲（注４参照）6,600 円、以後 1 分毎

に 2,200 円加算 

1 類(単局放送) 同上 15,000 円、5,000 円 同上 3,600 円、1,200 円 

2 類(単局放送) 同上 9,000 円、3,000 円 同上 2,160 円、720 円 

3 類(単局放送) 同上 6,000 円、2,000 円 同上 1,440 円、480 円 

4 類(単局放送) 同上 4,500 円、1,500 円 同上 1,080 円、360 円 

5 類(単局放送) 同上 3,000 円、1,000 円 同上 720 円、240 円 

   

注 1)衛星放送 全国放送の 1/4 全国放送の 1/4 

注 2)背景使用 上記使用料の 1/3 上記使用料の 1/3 

注 3)ごく短時間使用 

全国放送 

1 類(単局放送) 

2 類(単局放送) 

3 類(単局放送) 

4 類(単局放送) 

5 類(単局放送) 

（15 秒以下） 

5,000 円 

2,500 円 

1,500 円 

1,000 円 

750 円 

500 円 

（20 秒以下） 

1,100 円 

625 円 

375 円 

250 円 

190 円 

125 円 

注 4） ラジオの使用料における 1 曲とは 1 分 30 秒以上 5 分以下とする。 

注 5） ラジオにおける 20 秒超から 1 分 30 秒未満の使用は 1 曲使用料の 60%とする。 

注 6） キー局が放送を行ってから 6 ヶ月以内に各ネット局が各１回その放送を行うことは、ここ

にいう「全国放送」による著作物１回の同時利用とみなす。 
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